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滋賀県循環社会推進課  

 

PCB 特措法に基づく各種届出の記入方法についてまとめた記入要領（環境省作成）が改

訂され、届出の記入方法が一部変更になりました（令和 7 年 2 月 28 日改訂）。令和７年度

以降の届出にあたっては、改訂後の記入要領に基づきご記入ください。 

変更されたポイントは以下の通りです。詳しくは改訂後の記入要領をご覧ください。 

 

 （３）「廃棄物の種類」及び「製品の種類」（新要領 p3） 

選択できる廃棄物（製品）の種類として、新たに㉗ 電圧調整器、㉘ 開閉器、㉙ 遮

断器、㉚ 中性点抵抗器が追加されました。 

 

 （４）「廃棄物の型式等」（新要領 p4） 

電気機器の場合、「表示記号等」欄に、従来の記載事項に加えて銘板に記載されてい

る油量もご記入いただくことになりました。 

 

 （５）「量」（新要領 p6） 

総重量（容器の重量を含む）と台数（個数）や容器の数（缶数等）の両方ともをご記

入いただくことが明記されました。 

 

 （６）「区分」（新要領 p7～8） 

電気機器については、今後は下表のとおりご記入ください（一部、記入要領に記載の

ない点については、滋賀県としての運用を記載しています）。 

機器の含有濃度 「濃度区分」欄 「参考事項」欄 

高濃度（銘板情報や濃度測定

により確定しているもの） 
高濃度  

含有濃度不明（高濃度の 

可能性を否定できないもの） 
不明 

高濃度とみなして処分する場合は 

「みなし高濃度」 

低濃度（含有濃度を測定済み

のもの） 
低濃度 

濃度（単位付き）および分析機関名 

「○○mg/kg、××分析センター」 

含有濃度不明（高濃度では 

ないが、低濃度の可能性がある

安定器以外の機器） 

低濃度 

「濃度不明(○年○月頃測定予定)」※ 

ただし、低濃度とみなして処分する場合は 

「みなし低濃度」 

含有濃度不明（高濃度では 

ないが、微量 PCB の混入の 

可能性を否定できない安定器） 

不明 「微量混入のおそれ」 

※ 濃度未測定のまま低濃度として届出ていた機器について、後に測定した結果、非含有（濃



 

度が基準値以下）であると判明した場合は、その翌年度の届出において、参考事項欄に「基

準以下」とご記入ください。 

 

 （９）「処分業者との調整状況」（新要領 p8） 

低濃度 PCB廃棄物についても、処分業者との調整状況を「契約済み」、「未定」、「調

整中」のいずれかを記入いただくよう、求めることになりました。 

※ 届出様式備考欄には、低濃度 PCBの場合は「記入しなくて構わない」とありますが、滋

賀県としてはこれまでも、「処分予定年月」欄や「廃棄予定年月」欄とともに、低濃度 PCB

についても記載を求めてきたところです。引き続きこれらの欄にも記入をお願いします。 

 

 


